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漁
業
災
害
補
償
法
に
基
づ
く
同
意
の
届
出
の
審
査
結
果
（
区
域
内
特
定
養
殖
業�

者
）�

（
水
産
林
政
総
務
課
）　
　

一

〇
漁
船
損
害
等
補
償
法
に
基
づ
く
付
保
義
務
の
同
意
成
立�

（
水
産
業
振
興
課
）　
　

一

〇
道
路
の
区
域
変
更
（
三
件
）�

（
道　

路　

課
）　
　

一

公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定�

（
契　

約　

課
）　
　

二

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
十
七
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
二
十
五
条
の
六
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
加
入
区
に
係
る
区
域
内
特
定
養
殖

業
者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
二
十
五
条
の
六
第
一
項
に
規
定

す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

令
和
元
年
十
一
月
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

加
入
区
の

名　
　

称

区　
　

域

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

養
殖
業
の
種
類

区
域
内
特
定

養
殖
業
者
数

宮
城
県
第

六
十
四
加

入
区

平
成
十
九
年
宮

城
県
告
示
第
三

百
十
八
号
（
漁

業
災
害
補
償
法

に
基
づ
く
漁
業

共
済
に
係
る
加

入
区
の
設
定
）

令
和
元
年
十
一

月
七
日

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字

戸
倉
三
十
二－

八

三
浦　

孝
幸

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字

波
伝
谷
百
八
十
六－

五

後
藤　

千
寿
男

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
十
八

条
の
四
に
規
定

す
る
わ
か
め
養

九
人

で
告
示
さ
れ
た

宮
城
県
漁
業
協

同
組
合
の
志
津

川
支
所
の
地
区

の
う
ち
戸
倉
、

底
土
の
区
域

殖
業

宮
城
県
第

六
十
五
加

入
区

平
成
十
九
年
宮

城
県
告
示
第
三

百
十
八
号
（
漁

業
災
害
補
償
法

に
基
づ
く
漁
業

共
済
に
係
る
加

入
区
の
設
定
）

で
告
示
さ
れ
た

宮
城
県
漁
業
協

同
組
合
の
志
津

川
支
所
の
地
区

の
う
ち
波
伝
谷
、�

坂
本
の
区
域

令
和
元
年
十
一

月
七
日

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字

戸
倉
三
十
四－

一

三
浦　

俊
喜

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字

坂
本
百
六
十
一－

十
一

三
浦　

明
弘

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
十
八

条
の
四
に
規
定

す
る
わ
か
め
養

殖
業

十
一
人

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
十
八
号

　

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査

し
た
結
果
、
石
巻
地
区
加
入
区
及
び
七
ヶ
浜
町
加
入
区
に
つ
い
て
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が

あ
っ
た
も
の
と
認
め
る
。

　
　

令
和
元
年
十
一
月
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
元
年
十
一
月
十
九
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土

木
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
一
月
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

花
泉
迫
線

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）
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登
米
市
中
田
町
石
森
字
新
境
堀
一
八
三
番
一

地
先
か
ら

同
市
中
田
町
石
森
字
新
境
堀
二
〇
三
番
一
地

先
ま
で

前
Ａ

一
六
・
〇
～

�

一
九
・
〇

�

一
一
七
・
二
　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。

　

Ｂ

一
四
・
一
～

�

一
五
・
一

�

一
四
四
・
五

後
Ａ

一
六
・
〇
～

�

一
九
・
〇

�

一
一
七
・
二

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
二
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
元
年
十
一
月
十
九
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土

木
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
一
月
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

河
南
登
米
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

登
米
市
登
米
町
寺
池
銀
山
九
番
二
地
先
か
ら

同
市
登
米
町
寺
池
銀
山
一
番
一
地
先
ま
で

前

　

四
・
一
～

�

一
七
・
八

�

七
八
七
・
六

後

　

六
・
〇
～

�

四
七
・
六

�

七
八
七
・
六

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
二
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
元
年
十
一
月
十
九
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土

木
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
一
月
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

志
津
川
登
米
線

三　

道
路
の
区
域

変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

登
米
市
登
米
町
大
字
日
根
牛
字
北
沢
山
二
三
四
番

三
地
先
か
ら

同
市
登
米
町
大
字
日
根
牛
字
北
沢
山
無
番
地
先
ま

で

前

一
六
・
六
～

�

四
九
・
五

�

一
八
〇
・
〇

後

一
六
・
六
～

�

四
一
・
二

�

一
八
〇
・
〇

公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

令
和
元
年
十
一
月
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

Ａ
Ｉ
併
用
型
ハ
イ
パ
ー
ス
ペ
ク
ト
ル
カ
メ
ラ
シ
ス
テ
ム　

一
式

二�　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

出
納
局
契
約
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目

八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

令
和
元
年
十
月
三
十
一
日

四�　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

美
和
電
気
工
業
株
式
会
社　

東
京
都
新
宿
区
新
宿
一
丁
目
八

番
五
号

五　

落
札
金
額　

三
千
八
百
七
十
万
円　

（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
除
く
。）

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

令
和
元
年
十
月
十
五
日


